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緑
の
保
存
と
再
生
に
向
け

平
成
18
年
度
か
ら
県
民
緑
税
が
始
ま
り
ま
す

　

兵
庫
県
で
は
、
森
林
の
荒
廃

や
都
市
の
緑
の
喪
失
が
進
む
中
、

県
民
共
通
の
財
産
で
あ
る
「
緑
」

の
保
全
・
再
生
を
社
会
全
体
で

支
え
、
県
民
総
参
加
で
取
り
組

む
仕
組
み
と
し
て
、
平
成
18
年

度
か
ら
「
県
民
緑
税
」（
県
民
税

均
等
割
の
超
過
課
税
）
を
導
入
し

ま
す
。

　

特
に
、
昨
年
の
一
連
の
風
水
害

被
害
で
、
森
林
を
は
じ
め
と
す
る

「
緑
」
を
整
備
す
る
こ
と
の
必
要

性
が
改
め
て
強
く
認
識
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、こ
の
税
収
を
活
用
し
て
、

災
害
に
強
い
森
づ
く
り
や
防
災
・

環
境
改
善
の
た
め
の
都
市
の
緑
化

を
進
め
ま
す
。

▼
税
率
（
年
額
）

•
個
人
は
８
百
円
（
現
行
の
個
人

県
民
税
均
等
割
の
標
準
税
率

千
円
に
上
乗
せ
）

•
法
人
は
均
等
割
額
の
10
パ
ー
セ

ン
ト
相
当
額
（
資
本
等
の
金
額

に
応
じ
２
千
円
〜
８
万
円
）

※
住
民
税
（
県
民
税
）
と
併
せ
て

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、

均
等
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
県
民
緑
税
の
用
途

①
災
害
に
強
い
森
づ
く
り
（
森
林

の
整
備
）　
　

　

急
傾
斜
地
の
人
工
林
の
間
伐
に

加
え
、
間
伐
材
を
利
用
し
た
土
砂

流
出
を
防
ぐ
た
め
の
簡
易
な
工
事

を
行
う
緊
急
防
災
林
整
備
を
は
じ

め
、
針
葉
樹
林
と
広
葉
樹
林
の
混

交
林
化
、
里
山
防
災
林
整
備
、
野

生
動
物
育
成
林
整
備
に
よ
り
、
災

害
に
強
い
森
づ
く
り
を
進
め
ま

す
。

②
県
民
ま
ち
な
み
緑
化
事
業
（
都

市
の
緑
化
）

　

災
害
時
の
延
焼
拡
大
の
防
止
や

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
の
緩
和

な
ど
、
都
市
部
の
防
災
や
環
境
改

善
の
た
め
に
県
民
の
皆
様
が
行
う

緑
化
に
対
し
て
助
成
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

　

兵
庫
県
税
務
課
☎
０
７
８
・
３ 

６
２
・
３
０
８
６

 

障
害
者
を
対
象
に

　
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
の
購
入
を
助
成

　

障
害
者
の
方
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を
広
く

利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
Ｅ
Ｔ

Ｃ
車
載
器
の
購
入
助
成
が
平
成
17

年
11
月
30
日
ま
で
継
続
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
、

ぜ
ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
助
成
対
象
者　

障
害
者
割
引
制

度
の
適
用
を
受
け
て
い
る
方

①
障
害
者
本
人
が
運
転
す
る
場
合

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
全
て
の
身
体
障
害
者
の
方

②
介
護
者
運
転
の
場
合

　

身
体
障
害
者
１
種
ま
た
は
知
的

障
害
者
１
種
の
方

※
既
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
を
お
持
ち

の
方
も
対
象
。
ひ
と
り
１
回
限
り

の
助
成

◆
助
成
金
額　

ひ
と
り
１
万
円

◆
手
続
き　

各
総
合
窓
口
セ
ン
タ

ー
で
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
購
入
助

成
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
助
成
係
に
郵
送
。
お

っ
て
、「
郵
便
振
替
払
出
証
書
」

が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
最
寄

の
郵
便
局
で
助
成
金
を
お
受

け
取
り
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

財
団
法
人
道

路
サ
ー
ビ
ス
機
構
内
Ｅ
Ｔ
Ｃ

車
載
器
助
成
係
☎
０
３
・
５
４ 

５
８
・
５
５
６
９

 

恩
給
欠
格
者
、
引
揚
者

 

の
皆
様
に
書
状
等
贈
呈

　

旧
軍
人
等
で
恩
給
を
受
け
て
い

な
い
恩
給
欠
格
者
の
方
、
終
戦
に

伴
い
本
邦
以
外
の
地
域
か
ら
引
き

揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方
に
内
閣
総
理

大
臣
名
の
書
状
等
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。

　

請
求
書
類
は
、
緑
庁
舎
福
祉
課

で
お
受
取
く
だ
さ
い
。

　

資
格
要
件
な
ど
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
独
立
行
政
法
人
平
和

祈
念
事
業
特
別
基
金
ま
で
（
☎

０
１
２
０
・
２
３
４
・
９
３
３
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

ttp
://w
w
w
.

h
eiw
a.go

.jp

）

　８月から「未納料金お支払いのお願い」と書か

れたハガキが大量に送られています。

ハガキの文面
（請求内容）

　以前、貴方の携帯電話やパソコンで利用した有

料番組サイトの料金が未納となっており、日々延

滞金が発生し弊社がサイト運営業者より支払につ

いて依頼をうけている。

（緊　急）

　お客様の場合、利用になったサイトの退会手続

きが済んでおらず未納料金や延滞金の説明もある

ので大至急ご連絡ください。

（重　要）

　支払いや連絡なき場合、裁判手続き、金融機関

の停止、給与差押えをします。

　請求もなく、急に回収代行業者がこのような通

知をすることはありません。こんなハガキが届い

た場合は、あわてて業者に電話をかけずに様子を

見るか、下記へお問い合せください。

◆問い合わせ　県立淡路生活科学センター

　　☎０７９９－８５－０９９９

ハガキによる
　架空請求にご注意を！

　
「
無
料
で
点
検
し
ま
す
」「
こ
の

ま
ま
で
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
」

「
今
な
ら
安
く
し
て
お
く
」
と
契

約
を
急
が
し
て
、
屋
根
工
事
、
床

下
補
強
工
事
、
床
下
換
気
扇
な
ど

を
次
々
に
契
約
さ
せ
る
ト
ラ
ブ
ル

が
目
立
ち
ま
す
。

①
次
々
販
売
、
点
検
商
法
、
Ｓ
Ｆ

商
法
が
多
い
。

②
家
族
に
相
談
す
る
時
間
的
ゆ
と

り
を
与
え
な
い
。

③
契
約
内
容
（
金
額
・
商
品
名
・

支
払
い
方
法
等
）
を
十
分
説
明

せ
ず
契
約
書
に
署
名
さ
せ
る
。

④
高
齢
者
の
人
の
良
さ
、寂
し
さ
、

判
断
不
十
分
さ
な
ど
を
巧
み

に
利
用
す
る
。

⑤
不
安
感（
健
康
に
関
す
る
不
安
、

住
宅
の
強
度
に
関
す
る
不
安
、

家
相
な
ど
）
を
あ
お
る
。

▼
契
約
を
結
ぶ
前
に

①
す
ぐ
に
契
約
を
し
な
い
。

　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
は
、
高
額
で

簡
単
に
や
り
直
し
が
で
き
な
い
た

め
、
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

契
約
を
急
が
せ
る
業
者
に
は
特

に
注
意
が
必
要
で
す
。

②
業
者
の
説
明
を
鵜
呑
み
に
し
な
い
。

　

不
安
を
あ
お
る
業
者
が
い
ま
す

が
、
説
明
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
不

安
で
あ
れ
ば
知
人
が
利
用
し
た
こ

と
の
あ
る
建
築
業
者
や
、
建
築
士

等
の
専
門
家
に
見
て
も
ら
い
確
認

す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

▼
契
約
す
る
と
き
は

①
複
数
の
会
社
か
ら
詳
細
な
見
積

も
り
を
取
る
。
見
積
書
の
提
出

を
渋
る
業
者
と
は
契
約
し
な

い
。

②
必
ず
改
修
計
画
図
（
書
）、
工

程
表
の
提
出
を
求
め
る
。

③
契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
解
約
や

保
証
に
関
す
る
条
項
は
よ
く

読
む
。

高
齢
者
を
狙
う

悪
質
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
注
意
！

悪
質
商
法
の
手
口

　
「
訪
問
販
売
」
で
契
約
し
た
場

合
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
適

用
さ
れ
ま
す
。
工
事
が
始
ま
っ
て

い
て
も
、
契
約
書
面
を
受
け
取
っ

た
日
か
ら
８
日
以
内
で
あ
れ
ば
無

条
件
解
約
が
可
能
で
す
。

　

解
約
し
た
い
と
思
っ
た
ら
期
間

内
に
業
者
に
書
面
で
通
知
を
し
ま

し
ょ
う
。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の

仕
方
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
淡
路

生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

　　

お
困
り
の

と
き
は
、
早

め
に
消
費
生

活
相
談
窓

口
・
淡
路
生

活
科
学
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
７
９ 

９
・
85
・
０
９
９
９
）
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に

契
約
を
し
て
し
ま
っ
た
と
き

　

今
後
「
あ
な
た
の

家
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が

使
わ
れ
て
い
る
」
な

ど
と
言
っ
て
住
宅
改

修
工
事
を
持
ち
か
け

る
業
者
も
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

困
っ
た
と
き
の
相
談
窓
口

秋の全国交通安全運動

●運動期間
　９月 21日 ( 水 ) ～
　　　9月30日(金 )

●運動重点

①夕暮れ時の歩行中
と自転車乗用中の交
通事故防止
②シートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底
③交差点の交通安全

南あわじ市交通対策協議会
　事務局：生活環境課　☎４３－５０２４

　沼島を題材とした作品は国土交通省神戸運輸監理部長
賞（神秘の島沼島賞）の選考対象となります。

■賞　最優秀賞１点　賞金５万円

　　　優秀賞　２点　賞金２万円

　　　特別賞１点（神秘の島沼島賞）、佳作約 10点

■対象　作品は平成 17年２月１日（水）～ 18年１月

31日（火）の期間に撮影された未発表のものに限る。

■応募締切　平成 18年１月 31日（火）必着

■その他　入賞者は原版提出、著作権は協会に帰属する。

作品は返却しない。

■問い合わせ・申し込み

　南あわじ市観光協会事務局☎ 36-4079

■写真のテーマ　

　南あわじ市の観光、特産、風物

南あわじ市観光協会

観光写真コンテスト


